
西宮市外郭団体の概要

備　　考
※短期借入金、長期借入金、債務保証に係る債務残高については、3月31日現在の金額である。
※千円未満は、四捨五入している。

長期借入金 0 0 0

債務保証に係る債務残高 0 0 0

指定管理料 0 0 0

短期借入金 0 0 0

1,209,441 1,188,454

補 助 金 10,795 10,775 10,775

受託料 0 0 0

※千円未満は四捨五入しているため、合計額が合わないときがある。

５．西宮市の財政的関与等 （単位：千円）

令和３年度 令和４年度 令和５年度

正味財産
増減計算書

経常収益 164,557 168,371 168,901

当期正味財産増減額 -22,349 -33,347 -20,987

当期末正味財産残高 1,242,788 1,209,441 1,188,454

1,242,788

注１）上記については、「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律（平成18年6月2日法律第47号）」及び「地方公共団体における行政改革
の更なる推進のための指針（平成18年8月31日付け総務事務次官通知）」に基づき、土地開発公社並びに地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるもの
の4分の1以上を出資している法人に対しては、その職員数及び職員の給与に関する情報を、また2分の1以上の出捐を行っている公益法人に対しては、役員の在任年
齢等の情報を、それぞれ公開するよう要請されたことを踏まえ、それに準ずるものである。
注２）正規職員、常勤役員が1名のみの場合は、「　-　」と表示する。

４．財務状況 （単位：千円）

令和３年度 令和４年度 令和５年度

貸借対照表

資産合計 1,295,164 1,266,993 1,229,699

負債合計 52,376 57,552 41,244

正味財産

※市が25％以上出資（出捐）している団体のみ記載 ※市が50％以上出資(出捐)している団体のみ記載

注１）役員は、理事、監事、取締役、監査役とし、非常勤を含まない。
注２）正規と嘱託の区分は各団体の位置付けによる。また、市ＯＢで特に区分がない場合は、その待遇が市役所に勤務する市ＯＢ嘱託に準じているかどうかで判断して
いる。
注３）役員と職員を兼務している場合は、それぞれでカウントする。

３．職員（市職員を除く）の平均給与月額等の状況（令和６年４月１日現在）

正規職員（市派遣職員を除く） 常勤役員（市派遣職員を除く）

平均年齢 平均給与月額 平均在任期間 総報酬額（令和５年度）

設立目的
西宮市行政に協力し、市民の地方自治に関する意識の向上を図る事業を行い地方自治の振興に資
するとともに、西宮市職員の福利厚生に関する給付、貸付、共済及びその他の事業を行い公務の能率
的な運営に資すること。

２．役職員の数（令和６年４月１日現在） （単位：人）

3 0 0 1 0 40 0 0 0 0 0

常勤役員 正規職員 会計年度任用職員
臨時職員 合　　計

市兼務派遣 固有職員 市ＯＢ 市派遣市OB 市職員 その他 固有職員 市OB 市専任派遣

市出捐率市出捐金基本財産

１．基本情報

団 体 名 一般財団法人西宮市職員自治振興会 設立年月日 昭和58年4月1日

所 在 地 兵庫県西宮市六湛寺町10番3号西宮市役所内 所管局等 総務局

代表者名 理事長　宮島　茂敏（市総務局長） 設立根拠 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

70,000千円 0千円 0.0%
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９．課題を踏まえた団体の今後の運営方針

「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づき適切な法人運営に努めると共に、公益目的支出計画に基づ
き、公益目的事業を計画的に実施する。

８．団体において課題と考える事項

① 近年の決算では一般正味財産が減少傾向にある。

④
公益事業 320 286 227

式・説明 献血受付件数(200cc換算)

③
貸付事業 507 541 569

式・説明 普通貸付利用件数

②

文化・体育・レクリエーション事
業

3,934 3,806 3,844

式・説明 カフェテリア・プラン利用件数

①
給付事業 1,107 1,141 1,552

式・説明 各種給付件数

※「事業の種別」欄中、「受託事業」は西宮市からの受託事業、「指定管理」は西宮市の指定管理者事業、「自主事業」はそれ以外の事業を表します。

７．事業の実績を示す指標

指　　標　　名 令和３年度 令和４年度 令和５年度

③ 貸付事業 自主事業 普通貸付を実施。

④ 公益事業 自主事業 献血の推進に関する事業(献血受付)等の公益事業を実施。

① 給付事業 自主事業

弔慰金(会員又は配偶者等が死亡した場合)、結婚祝金(会員が婚姻した場合)、出産祝金(会
員又は配偶者が出産した場合)、就学祝金(会員の子が就学した場合)、銀婚祝金(会員が婚
姻後25年を迎えた場合)、壮健祝金(会員が満55歳を迎えた場合)、リフレッシュ給付金(会員
がリフレッシュ休暇を与えられた場合)等の給付事業を実施。

② 文化・体育・レクリエーション事業 自主事業

マイライフセミナー(退職準備型ライフプランセミナーとして45歳以上の会員を対象に退職後
の生活プランに関する研修を実施)、、カフェテリア・プラン(会員にポイントを付与し、指定す
る福利厚生メニューから選択・実施した際にポイントの範囲内で補助)、プロ野球・Jリーグ年
間指定席等斡旋(野球等チケットの斡旋を実施)、サークル活動助成(会員の自主運営サーク
ルに対して活動費の一部を助成)等の事業を実施。

６．団体の主な事業（令和５年度）

事　　業　　名 事業の種別 事　　業　　内　　容
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